
２．主務省令等について 
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監理団体の許可・技能実習計画の認定等に係る手順について 

実習生の受入れ 

外国人技能
実習機構 

法務大臣（地方入管局） 

監理団体の許可 技能実習計画の認定等 

監理団体の許可申請 
監理団体 

（事業協同組合等） 

団体の体制等を予備審査 

外国人技能
実習機構 

監理団体の許可 主務大臣 

○許可基準に適合すること 

・ 監理事業を適正に行う能力を有すること 
・ 外部役員の設置又は外部監査の措置を行っ
ていること など 

○欠格事由に該当しないこと 

 ・ 一定の前科がないこと。 
 ・ ５年以内に許可取消しを受けていないこと 
 ・ ５年以内に出入国又は労働に関する法令に関
し不正又は著しく不当な行為をしていないこと 
など 

主務大臣（法務大臣・厚生労働大臣）
へ報告 

技能実習計画の作成 実習実施者 

＋監理団体 

技能実習計画の認定申請 実習実施者 

計画の内容や受入体制の適正性等を審査 

○認定基準に適合すること 

・ 実習生の本国において修得等が困難な技能等
であること 
・ １号又は２号の技能実習計画で定めた技能検定
又は技能実習評価試験に合格していること（２号
又は３号の計画認定時） など 

○欠格事由に該当しないこと 

 ・ 一定の前科がないこと。 
 ・ ５年以内に認定取消しを受けていないこと 
 ・ ５年以内に出入国又は労働に関する法令に関し
不正又は著しく不当な行為をしていないこと など 

技能実習計画の認定手続へ 

技能実習計画の認定 

在留資格認定証明書の交付等 

在留資格認定証明書の交付申請等 
実習生 

（監理団体が代理） 

※ 新規に入国する場合等は 

 日本大使館等へ査証申請が

必要 

※ 

7 
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技能実習計画の認定基準 

 
① 修得等をさせる技能が技能実習生の本国において修得等が困難な技能等であること 

 
② 技能実習の目標 

 （第１号の目標）技能検定基礎級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験への合格など 

 （第２号の目標）技能検定３級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格 

 （第３号の目標）技能検定２級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格 

 

③ 技能実習の内容（※） 

 ・ 同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。 

 ・ 第２号・第３号については移行対象職種・作業（主務省令別表記載の職種及び作業）に係るものであること。 

 ・ 技能実習を行う事業所で通常行う業務であること。 

 ・ 移行対象職種・作業については、業務に従事させる時間全体の２分の１以上を必須業務とし、 

   関連業務は時間全体の２分の１以下、周辺業務は時間全体の３分の１以下とすること。 

 ・ 技能実習生は本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験等を有し、 

   又は技能実習を必要とする特別の事情があること（団体監理型のみ）。                             

 ・ 帰国後に本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。 

 ・ 第３号の技能実習生の場合は、第２号修了後に一か月以上帰国していること。 

 ・ 技能実習生や家族等が、保証金の徴収や違約金の定めをされていないこと（技能実習生自身が作成する書面によって明らかにさせる） 

 ・ 第１号の技能実習生に対しては、日本語・出入国や労働関係法令等の科目による入国後講習が行われること。  

 ・ 複数職種の場合は、いずれも２号移行対象職種であること、相互に関連性があること、合わせて行う合理性があること。   

 

 

    

技能実習計画の主な認定基準 

○ 技能実習を行わせようとする者は、技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、認定を受けることができるとされており、当該技能実習
計画の適切性の担保のため、認定基準が設けられている。（法第９条） 

次ページに続く 8 ※下線部分が新制度における変更点 
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④ 実習を実施する期間（第１号は１年以内、第２号・第３号は２年以内であること） 
 

⑤ 前段階における技能実習（第２号は第１号、第３号は第２号）の際に定めた目標が達成されていること 
 

⑥ 技能等の適正な評価の実施（技能検定、技能実習評価試験等による評価を行うこと） 
 

⑦ 適切な体制・事業所の設備、責任者の選任（※） 

 ・ 各事業所ごとに下記を選任していること。 

   「技能実習責任者」（技能実習の実施に関する責任者）：技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、 

      かつ、過去３年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した常勤の役職員（講習については、経過措置あり）。 

   「技能実習指導員」（技能実習生への指導を担当）：修得させる技能について５年以上の経験を有する常勤の役職員 

   「生活指導員」（実習生の生活指導を担当）：常勤の役職員 

 ・ 申請者が過去５年以内に人権侵害行為や偽造・変造された文書の使用を行っていないこと。 

 ・ 技能の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。                       
 

⑧ 許可を受けている監理団体による実習監理を受けること＜団体監理型技能実習の場合＞ 
 

⑨ 日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保（※） 
 ・ 報酬の額が日本人と同等以上であること（これを説明する書類を添付させ、申請者に説明を求める。） 

 ・ 適切な宿泊施設の確保、入国後講習に専念するための措置等が図られていること 

 ・ 食費、居住費等名目のいかんを問わず実習生が定期に負担する費用について、実習生との間で適正な額で合意がなされていること    

   （費用の項目・額を技能実習計画に記載。技能実習生が理解したことや額が適正であることを示す書類を添付）。      
 

⑩ 優良要件への適合＜第３号技能実習の場合＞（別紙１参照） 

   
⑪ 技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと（※） ＜新制度で人数枠を見直し＞ （別紙２参照） 

 
（※）③⑦⑨⑪に関しては、事業所管大臣が告示で要件を定めた場合には、その事業に該当する
職種の実習実施者又は監理団体は、当該要件の基準を満たすことが必要となる。 9 ※下線部分が新制度における変更点 



 
① 営利を目的としない法人であること（※） 
   商工会議所・商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人等 

② 監理団体の業務の実施の基準（下記Ⅰ～Ⅳが代表例）に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること（※） 

 Ⅰ 実習実施者に対する定期監査（頻度は現行と同じ３か月に１回以上、監査は以下の方法によることが必要） 
  ア 技能実習の実施状況の実地確認     イ 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること 
  ウ 在籍技能実習生の４分の１以上との面談 エ 実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧 
  オ 技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認 

 Ⅱ 第１号の技能実習生に対する入国後講習の実施（適切な者に対しては委託可能であることを明確化） 
 Ⅲ 技能実習計画の作成指導 
  ・ 指導に当たり、技能実習を実施する事業所及び技能実習生の宿泊施設を確認 
  ・ 適切かつ効果的に実習生に技能等を修得させる観点からの指導は、技能等に一定の経験等を有する者が担当。 

 Ⅳ 技能実習生からの相談対応（技能実習生からの相談に適切に応じ、助言・指導その他の必要な措置を実施）                                 

③ 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること 

④ 個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること 

⑤ 外部役員又は外部監査の措置を実施していること（別紙３参照） 

⑥ 基準を満たす外国の送出機関（別紙４参照）と、技能実習生の取次ぎに係る契約を締結していること 

⑦ 優良要件への適合＜第３号技能実習の実習監理を行う場合＞（別紙１参照） 

⑧ ①～⑦のほか、監理事業を適正に遂行する能力を保持していること 

  下記を満たさない場合は、監理事業を適正に遂行する能力があるとは判断されない。 
 ・ 監理費は、適正な種類及び額の監理費をあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収（法第28条） 
 ・ 自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならないこと（法第38条） 
 ・ 適切な監理責任者が事業所ごとに選任されていること（法第40条） 
   ※ 監理責任者は事業所に所属し、監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する常勤の者でなければならない。 
    また、過去３年以内に監理責任者に対する講習を修了した者でなければならない。（講習については、経過措置有） 

監理団体の主な許可基準 

○ 監理事業を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならないこととされており、当該許可に当たっては、許可基準が設けられ、
当該許可基準に適合しなければ許可を受けることはできない。（法第23条及び第25条） 

（※）①②に関しては、事業所管大臣が告示で要件を定めた場合には、その事業に該当する職種の監理団
体は、当該要件を満たすことが必要となる。 10 

監理団体の許可基準 

※下線部分が新制度における変更点 



                   
                     （満点１２０） 
 
① 技能等の修得等に係る実績（７０点） 
 ・過去３年間の基礎級、３級、２級程度の 
               技能検定等の合格率* 等 

         *3級2級程度については、新制度への移行期は合格実績を勘案 

 

② 技能実習を行わせる体制（１０点） 
 ・直近過去３年以内の技能実習指導員、生活指導員の講習受講歴 
                （講習については経過措置有） 

③ 技能実習生の待遇（１０点） 
 ・第１号実習生の賃金と最低賃金の比較 
 ・技能実習の各段階の賃金の昇給率 
 

④ 法令違反・問題の発生状況(５点(違反等あれば大幅減点)) 
   ・直近過去３年以内の改善命令の実績、失踪の割合 
 ・直近過去３年以内に実習実施者に責めのある失踪の有無 

 
⑤ 相談・支援体制（１５点） 
 ・母国語で相談できる相談員の確保 
 ・他の機関で実習継続が困難となった実習生の受入実績 等 
 

⑥ 地域社会との共生（１０点） 
 ・実習生に対する日本語学習の支援 
 ・地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提供 

優良な実習実施者の要件 

○ 実習実施者について、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること
（法第９条第10号） 

 

○ 監理団体については、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定め
る基準に適合していること（法第25条第１項第７号） 

いずれも得点が満点の６割以上であれば、優良な実習実施者・監理団体の基準に適合することとなる。 

                
                          （満点１２０） 
 
① 実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(５０点) 
 ・監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率 
  監理責任者以外の監査に関与する職員の講習受講歴 等 
 

② 技能等の修得等に係る実績（４０点） 
 ・過去３年間の基礎級、３級、２級程度の 
               技能検定等の合格率* 等 
   *3級2級については、新制度への移行期は合格実績を勘案 
 

③ 法令違反・問題の発生状況(５点(違反等あれば大幅減点)) 
 ・直近過去３年以内の改善命令の実績、失踪の割合 
 

④ 相談・支援体制（１５点） 
 ・他の機関で実習が困難となった実習生の受入に協力する旨の登録を 

行っていること 
 ・他の機関で実習継続が困難となった実習生の受入実績  等  
 

⑤ 地域社会との共生（１０点） 
 ・実習実施者に対する日本語学習への支援 
 ・実習実施者が行う地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会

の提供への支援 

優良な監理団体の要件 
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優良な実習実施者及び監理団体（一般監理事業）の要件 別紙１ 



  項目 配点 

①技能等の
修得等に係
る実績 

【最大７０点】 

Ⅰ 過去３年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び
実技試験の合格率（旧制度の基礎２級程度の合格率を含
む。） 

・95％以上：20点 
・80％以上95％未満： 
10点 
・75％以上80％未満：
0点 
・75％未満：－20点 

Ⅱ 過去３年間の２・３級程度の技能検定等の実技試験の合
格率 

＜計算方法＞ 
分母：新技能実習生の2号・3号修了者数 
     －うちやむを得ない不受検者数 
     ＋旧技能実習生の受検者数 
分子：（3級合格者数＋2級合格者数×1.5）×1.2 

＊ 旧技能実習生の受検実績について、施行日以後の受
検実績は必ず算入。施行日前については、施行前の基
準日以前の受検実績は算入しないこととすることも可。 

＊ 施行後3年間については、Ⅱに代えて、Ⅱ－２(1)及び
(2)で評価することも可能とする。 

・80％以上：40点 
・70％以上80％未満：
30点 
・60％以上70％未満：
20点 
・50％以上60％未満：
0点 
・50％未満：－40点 

Ⅱ―２(1) 直近過去3年間の３級程度の技能検定等の実技試
験の合格実績 

・合格者3人以上：35
点 
・合格者2人：25点 
・合格者1人：15点 
・合格者なし：－35点 

Ⅱ－２(2) 直近過去３年間の２級程度の技能検定等の実技試
験の合格実績 

・合格者2人以上：5点 
・合格者1人：3点 

Ⅲ 直近過去３年間の２・３級程度の技能検定等の学科試験
の合格実績 
＊ ２級、３級で分けず、合格人数の合計で評価 

・合格者2人以上：5点 
・合格者1人：3点 

Ⅳ 技能検定等の実施への協力 

＊技能検定委員（技能検定における学科試験及び実技試
験の問題の作成、採点、実施要領の作成や検定試験会
場での指導監督などを職務として行う者）又は技能実習
評価試験において技能検定委員に相当する者を社員等
の中から輩出している場合や、実技試験の実施に必要
とされる機材・設備等の貸与等を行っている場合を想定 

・有：5点 

②技能実習を
行わせる体制 

【最大10点】 
＊ 講習の整備から1年までは配点なし 

Ⅰ 直近過去３年以内の技能実習指導員の講習受講歴 ・全員有 ： ５点 
  

Ⅱ 直近過去３年以内の生活指導員の講習受講歴 ・全員有 ： ５点 
  

③技能実習生
の待遇 

【最大10点】 

Ⅰ 第１号技能実習生の賃金（基本給）のうち最低のものと最
低賃金の比較 

・115％以上 ： ５点 
・105％以上115％未満： ３点 

Ⅱ 技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ごとの昇給率 ・５％以上 ： ５点 
・３％以上５％未満 ： ３点 

④法令違反・
問題の発生状
況 

【最大5点】 

Ⅰ 直近過去３年以内に改善命令を受けたことがあること（旧制
度の改善命令相当の行政指導を含む。） 

・改善未実施 ： －50点 
・改善実施 ： －30点 

Ⅱ 直近過去３年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が
低いこと（旧制度を含む。） 

・ゼロ ： ５点 
・10%未満又は１人以下 ： 0点 
・20%未満又は２人以下：-５点 
・20%以上又は３人以上：-10点 

Ⅲ 直近過去３年以内に責めによるべき失踪があること（旧制
度を含む。） 

・該当 ： －50点 
  

⑤相談・支援
体制 

【最大15点】 

Ⅰ 母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関
係職員に周知していること 

・有 ： ５点 

Ⅱ 受け入れた技能実習生について、全ての母国語で相談できる相談員を
確保していること（旧制度を含む。） 

・有 ： ５点 

Ⅲ 直近過去３年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生に引
き続き技能実習を行う機会を与えるために当該技能実習生の受入れを
行ったこと（旧制度下における受入れを含む。） 

・有 ： 5点 

⑥地域社会と
の共生 

【最大１０点】 
Ⅰ 受け入れた実習生に対し、日本語の学習の支援を行っていること ・有 ： 4点 

Ⅱ 地域社会との交流を行う機会をアレンジしていること ・有 ： 3点 

Ⅲ 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていること ・有 ： 3点 

得点が満点（１２０点）の６割以上となる実習実施者は 
     優良な実習実施者の基準に適合することとなる。 
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優良な実習実施者の要件（詳細） 



  項目 配点 

①団体監理型技能
実習の実施状況の
監査その他の業務
を行う体制 

【最大５０点】 
＊ 講習の整備から1年までは最大４０点 

Ⅰ 監理団体が行う定期の監査について、その実施方法・
手順を定めたマニュアル等を策定し、監査を担当する職
員に周知していること。 

・有 ： 5点 

Ⅱ 監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実
習実施者の比率 

・１：５未満 ： 15点 
・１：10未満 ： 7点 

Ⅲ 直近過去３年以内の監理責任者以外の監理団体の職
員（監査を担当する者に限る。）の講習受講歴 

・60％以上 ： 10点 
・50％以上60％未満： ５点 

Ⅳ 実習実施者の技能実習責任者、技能実習指導員、生
活指導員等に対し，毎年，研修の実施，マニュアルの配
布などの支援を行っていること 

・有 ： ５点 

Ⅴ 帰国後の技能実習生のフォローアップ調査に協力する
こと。  

・有 ： ５点 

Ⅵ 技能実習生のあっせんに関し、監理団体の役職員が送
出国での事前面接をしていること。 

・有 ： ５点 

Ⅶ 帰国後の技能実習生に関し、送出機関と連携して、就
職先の把握を行っていること。 

・有 ： ５点 

②技能等の修得等
に係る実績 

【最大40点】 

Ⅰ 過去３年間の基礎級程度の技能検定等の学科試
験及び実技試験の合格率（旧制度の基礎２級程度
の合格率を含む。） 

・95％以上：10点 
・80％以上95％未満：5点 
・75％以上80％未満：0点 
・75％未満：－10点 

Ⅱ 過去３年間の２・３級程度の技能検定等の実技試験
の合格率 
＊ 計算方法は実習実施者の①Ⅱと同じ 
＊ 施行後3年間については、Ⅱに代えて、Ⅱ－２(1)
及び(2)で評価することも可能とする。 

・80％以上：20点 
・70％以上80％未満：15点 
・60％以上70％未満：10点 
・50％以上60％未満：0点 
・50％未満：－20点 

Ⅱ－２(1) 直近過去３年間の３級程度の技能検定等の
実技試験の合格実績 
  

・２以上の実習実施者から合格者
を輩出：15点 

・１の実習実施者から合格者を輩
出：10点 
・上記以外：－15点 

Ⅱ－２(2) 直近過去３年間の２級程度の技能検定等の
実技試験の合格実績 

 ・2以上の実習実施者から合格者
を輩出：5点 
・1の実習実施者から合格者を輩
出：3点 

Ⅲ 直近過去３年間の２・３級程度の技能検定等の学科
試験の合格実績 
＊ ２級、３級で分けず、合格人数の合計で評価 

 ・2以上の実習実施者から合格者
を輩出：5点 
・1の実習実施者から合格者を輩
出：3点 

Ⅳ 技能検定等の実施への協力 

＊ 傘下の実習実施者が、技能検定委員（技能検定
における学科試験及び実技試験の問題の作成、
採点、実施要領の作成や検定試験会場での指導
監督などを職務として行う者）又は技能実習評価
試験において技能検定委員に相当する者を社員
等の中から輩出している場合や、実技試験の実
施に必要とされる機材・設備等の貸与等を行って
いる場合を想定 

・1以上の実習実施者から協力
有：5点 

③法令違反・
問題の発生
状況 
  

【最大5点】 

Ⅰ 直近過去３年以内に改善命令を受けたことがあ
ること（旧制度の改善命令相当の行政指導を含
む。） 

・改善未実施 ： －50点 
・改善実施 ： －30点 

Ⅱ 直近過去３年以内における失踪がゼロ又は失踪
の割合が低いこと（旧制度を含む。） 

・ゼロ ： ５点 
・10%未満又は１人以下 ： 0点 
・20%未満又は２人以下：-５点 
・20%以上又は３人以上：-10点 

Ⅲ 直近過去３年以内に責めによるべき失踪がある
こと（旧制度を含む。） 

・該当 ： －50点 
  

Ⅳ 直近過去３年以内に傘下の実習実施者に不正行
為があること（監理団体が不正を発見して機構（旧
制度では地方入国管理局）に報告した場合を除
く。） 

・計画認定取消し（実習監理する実習実
施者の数に対する認定を取消された実
習実施者（旧制度で認定取消し相当の
行政指導を受けた者を含む。）の数の
割合） 

 １５％以上      －10点  
 １０％以上１５％未満  －７点 
 ５％以上１０％未満   －５点 
 ０％を超え５％未満   －３点  

・改善命令（実習監理する実習実施者の
数に対する改善命令を受けた実習実
施者（旧制度で改善命令相当の行政指
導を受けた者を含む。）の数の割合） 

 １５％以上      －５点 
 １０％以上１５％未満 －４点 
 ５％以上１０％未満   －３点 
 ０％を超え５％未満   －２点 

④相談・支援
体制 

【最大15点】 

Ⅰ 機構・監理団体が実施する母国語相談・支援の方法・手順を定めた
マニュアル等を策定し、関係職員に周知していること 

・有 ： ５点 

Ⅱ 技能実習の継続が困難となった技能実習生（他の監理団体傘下の
実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。）に引き続き技能実
習を行う機会を与えるための受入れに協力する旨の機構への登録を
行っていること。 

・有 ： ５点 
   
  

Ⅲ 直近過去３年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生
（他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限
る。）に引き続き技能実習を行う機会を与えるために、当該技能実習
生の受入れを行ったこと（旧制度下における受入れを含む。） 

 有   ５点 

 

⑤地域社会
との共生 

【最大10点】 

Ⅰ 受け入れた実習生に対し、日本語の学習の支援を行っている実習
実施者を支援していること 

・有 ： 4点 

Ⅱ 地域社会との交流を行う機会をアレンジしている実習実施者を支援
していること 

・有 ： 3点 

Ⅲ 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしている実習実施者を支援してい
ること 

・有 ： 3点 

得点が満点（１２０点）の６割以上となる監理団体は 
       優良な監理団体の基準に適合することとなる。 
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 優良な監理団体（一般監理事業）の要件（詳細） 


